
令和元年度名古屋市教育委員会第39号議案 

   名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則案について 

1  改正内容 

  教育委員会事務局の組織を変更して、生涯学習部に主幹（瑞穂公園陸上競

技場の改築）を新たに設置します。 

2  改正理由 

  瑞穂公園陸上競技場の改築に係る関係部局、競技団体等との調整及び同競

技場改築中の代替施設整備に向けた計画策定を行うため、生涯学習部に主幹

（瑞穂公園陸上競技場の改築）を新たに設置します。 

3  施行期日 

  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋市教育

委員会事務局規則の規定は、令和 2 年 1 月 1 日から適用します。 

4  規則案・新旧対照 

  別紙のとおり 



（案）

 名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 2 年 1 月 日 

             名古屋市教育委員会教育長  鈴 木 誠 二  

名古屋市教育委員会規則第 号 

   名古屋市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則 

 名古屋市教育委員会事務局規則（昭和32 年名古屋市教育委員会規則第 9 号）

の一部を次のように改正する。 

 第 9 条第 3 項の表生涯学習部瑞穂公園整備推進の項の次に次のように加える。 

瑞穂公園陸

上競技場の

改築 

1  瑞穂公園陸上競技場の改築に関すること。 1

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名古屋市教育委

員会事務局規則の規定は、令和 2 年 1 月 1 日から適用する。 



 （参 考） 

            新  旧  対  照 

 名古屋市教育委員会事務局規則（抜すい） 

改 正 案 現   行 

第 9 条 （略） 

2  （略） 

3  第 6 条第 2 項及び第 3 項に規定する 

 主幹を置く部、その分担事項及びその 

 数は、次表のとおりとする。 

第 9 条 （略） 

2  （略） 

3  第 6 条第 2 項及び第 3 項に規定する

 主幹を置く部、その分担事項及びその

 数は、次表のとおりとする。 

主幹を

置く部

表示す

る分担

事項 

分担事項の細目 

主

幹

の

数

 （略） 

生涯学

習部 

（略） 

瑞穂公

園陸上

競技場

の改築

1  瑞穂公園陸上競

技場の改築に関す

ること。 

1

主幹を

置く部

表示す

る分担

事項 

分担事項の細目 

主

幹

の

数

 （略） 

生涯学

習部 

（略） 


